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８   月   定   例   会  

◎  会  期   １ 日 間  

 

議 事 日 程 

日 次  月  日  曜  議   事   要   項  

１  ８ 月 10日  月  

午 前 10時 開 会  

議 席 の 指 定  

会 期 の 決 定  

諸 報 告  

会 議 録 署 名 議 員 の 指 名  

議 会 運 営 委 員 会 委 員 の 辞 任  

議 会 運 営 委 員 会 委 員 の 補 欠 選 任  

休 憩 （ 議 会 運 営 委 員 会 ）  

提 出 議 案 上 程  

提 案 理 由 説 明  

議 案 に 対 す る 質 疑  

広 域 連 合 一 般 に 対 す る 質 問  

討  論  

採  決  

閉  会  
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◎  ８ 月 定 例 会 付 議 事 件  

 

 △  広 域 連 合 長 提 出 議 案  

  第 ８ 号 議 案   佐 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 臨 時 特 例 基 金 条 例

         の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て  

  第 ９ 号 議 案   平 成 20年 度 佐 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算  

  第 10号 議 案   平 成 20年 度 佐 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 歳

         入 歳 出 決 算  

  第 11号 議 案   平 成 21年 度 佐 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 一 般 会 計 補 正 予 算 (第 １ 号 ) 

  第 12号 議 案   平 成 21年 度 佐 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 補  

         正 予 算 （ 第 １ 号 ）  

  第 13号 議 案   専 決 処 分 に つ い て （ 平 成 20年 度 佐 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 後 期 高

         齢 者 医 療 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 ３ 号 ） ）  

  第 14号 議 案   専 決 処 分 に つ い て （ 佐 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 職 員 の 勤 務 時 間 、

         休 暇 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 ）  

  第 15号 議 案   専 決 処 分 に つ い て （ 佐 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 後 期 高 齢 者 医 療 に  

         関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 ）  

  第 16号 議 案   佐 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 監 査 委 員 の 選 任 に つ い て  

 

 △  選 挙 ・ 選 任 等  

  議 会 運 営 委 員 会 委 員 の 辞 任 に つ い て  

  議 会 運 営 委 員 会 委 員 の 補 欠 選 任 に つ い て  

  議 決 事 件 の 字 句 及 び 数 字 等 の 整 理 に つ い て  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成21年８月10日（月） 
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平成21年８月10日（月）   午前10時   開会 

 

出  席  議  員 

 

１．坂 口  久 信 ２．草 場  祥 則 ３．西 山  正 吉 

４．西 原  好 文 ５．原 田  謹 吾 ６．田 代  正 昭 

７．岩 下  孝 嗣 ８．宮 原  宏 典 ９．吉 富    隆 

10．酒 井  恵 明 11．重 松    操 12．永 沼    彰 

13．神 近  勝 彦 14． 村  昌 幸 15．小 池  幸 照 

16．杉 原  豊 喜 17．前 田  教 一 18．牛 島  和 廣 

19．森 山    林 20．田 中  秀 和 21．本 田  耕一郎 

22．武 藤  恭 博   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方自治法第121条による出席者 

 

広 域 連 合 長  横 尾  俊 彦 

副 広 域 連 合 長  田 中  源 一 

事 務 局 長  馬 場  俊 行 

会 計 管 理 者  野 口  好 孝 

副 広 域 連 合 長  秀 島  敏 行 

監 査 委 員  中 村  耕 三 

副事務局長兼総務課長  井 邊  正 文 

業 務 課 長  川 副  梅 夫 

 



平成21年８月定例会 ８月10日（月） 
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◎ 開  会 

○武藤恭博議長 

 おはようございます。これより佐賀県後期高齢

者医療広域連合議会定例会を開会いたします。 

 会議に入ります前に、去る４月18日御逝去され

ました故北村一成議員に対し、謹んで哀悼の意を

あらわすために、ただいまから黙禱をいたしたい

と思います。皆様御起立をお願いをいたします。 

 黙禱。 

    〔黙禱〕 

 お直りください。御着席ください。 

 これより本日の会議を開きます。 

◎ 議席の指定 

○武藤恭博議長 

 日程により、議席の指定を行います。 

 議席は、会議規則第４条第２項の規定により、

お手元に配布いたしております議席表のとおり指

定いたします。 

◎ 会期の決定 

○武藤恭博議長 

 次に、日程により、会期の決定を議題といたし

ます。 

 お諮りします。本定例会の会期は、本日１日間

といたしたいと思いますが、これに御異議ありま

せんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期

は本日１日間と決定いたしました。 

◎ 議事日程 

○武藤恭博議長 

 次に、本定例会の議事日程は、お手元に配布い

たしております日程表のとおりといたします。 

◎ 諸報告 

○武藤恭博議長 

 次に、日程により、諸報告をいたします。 

 報告の内容につきましては、配布いたしており

ます報告第２号のとおりであります。 

 

報告第２号 

諸  報  告 

 

○例月出納検査等の報告について 

 平成21年２月26日から平成21年７月30日までに、

監査委員から例月出納検査の結果について下記の

とおり報告された。 

 その内容は、それぞれ議員各位にその（写）を

送付したとおりである。 

記 

 ２月26日 例月出納検査結果報告について 

      （一般会計・特別会計等の平成20年 

      度１月分） 

 ３月27日 例月出納検査結果報告について 

      （一般会計・特別会計等の平成20年 

      度２月分） 

 ４月24日 例月出納検査結果報告について 

      （一般会計・特別会計等の平成20年 

      度３月分） 

 ５月28日 例月出納検査結果報告について 

      （一般会計・特別会計等の平成20年 

      度４月分） 

      （一般会計・特別会計等の平成21年 

      度４月分） 

 ６月26日 例月出納検査結果報告について 

      （一般会計・特別会計等の平成20年 

      度５月分） 

      （一般会計・特別会計等の平成21年 

      度５月分） 

 ７月30日 例月出納検査結果報告について 

      （一般会計・特別会計等の平成21年 

      度６月分） 

 

◎ 会議録署名議員の指名 

○武藤恭博議長 

 次に、日程により、会議録署名議員の指名を行

います。 

 会議録署名議員は、会議規則第81条の規定によ

り、議長において永沼議員及び神近議員を指名い

たします。 

◎議会運営委員会委員の辞任 

○武藤恭博議長 

 次に、日程により、議会運営委員会委員の辞任

の件を議題といたします。 
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 この際、地方自治法第117条の規定により、原

田議員、田代議員、杉原議員、田中議員の退席を

求めます。 

    〔原田議員、田代議員、杉原議員、 

    田中議員退場〕 

 お諮りいたします。原田議員、田代議員、杉原

議員、田中議員の議会運営委員会委員の辞任願は

許可することに御異議ございませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。よって、原田議員、田

代議員、杉原議員、田中議員の議会運営委員会委

員の辞任願は許可することに決定いたしました。 

 原田議員、田代議員、杉原議員、田中議員の入

場を許可いたします。 

    〔原田議員、田代議員、杉原議員、 

    田中議員入場〕 

◎ 議会運営委員会委員の補欠選任 

○武藤恭博議長 

 次に、日程により、議会運営委員会委員の補欠

選任を行います。 

 お諮りいたします。議会運営委員会委員の補欠

選任につきましては、委員会条例第３条第１項の

規定により、西原議員、岩下議員、重松議員、前

田議員、牛島議員、以上５名を指名したいと思い

ますが、御異議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、指名いたしまし

たとおり議会運営委員会委員に選任することに決

定いたしました。 

 しばらく休憩をいたします。 

          午前10時５分 休 憩   
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平成21年８月10日（月）   午前10時17分   再開 

 

出  席  議  員 

 

１．坂 口  久 信 ２．草 場  祥 則 ３．西 山  正 吉 

４．西 原  好 文 ５．原 田  謹 吾 ６．田 代  正 昭 

７．岩 下  孝 嗣 ８．宮 原  宏 典 ９．吉 富    隆 

10．酒 井  恵 明 11．重 松    操 12．永 沼    彰 

13．神 近  勝 彦 14． 村  昌 幸 15．小 池  幸 照 

16．杉 原  豊 喜 17．前 田  教 一 18．牛 島  和 廣 

19．森 山    林 20．田 中  秀 和 21．本 田  耕一郎 

22．武 藤  恭 博   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方自治法第121条による出席者 

 

広 域 連 合 長  横 尾  俊 彦 

副 広 域 連 合 長  田 中  源 一 

事 務 局 長  馬 場  俊 行 

会 計 管 理 者  野 口  好 孝 

副 広 域 連 合 長  秀 島  敏 行 

監 査 委 員  中 村  耕 三 

副事務局長兼総務課長  井 邊  正 文 

業 務 課 長  川 副  梅 夫 
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○武藤恭博議長 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   ◎ 議会運営委員会正副委員長互選 

     結果報告 

○武藤恭博議長 

 この際、報告をいたします。 

 ただいまの休憩中に議会運営委員会が開かれ、

委員長及び副委員長の互選が行われ、その結果の

報告を受けましたので、発表いたします。 

 議会運営委員会委員長、森山議員、副委員長、

牛島議員、以上のとおりでございます。 

◎ 議案上程 

○武藤恭博議長 

 次に、日程により、第８号議案 佐賀県後期高

齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基

金条例の一部を改正する条例について、第９号議

案 平成20年度佐賀県後期高齢者医療広域連合一

般会計歳入歳出決算、第10号議案 平成20年度佐

賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別

会計歳入歳出決算、第11号議案 平成21年度佐賀

県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第

１号）、第12号議案 平成21年度佐賀県後期高齢

者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）、第13号から第15号議案 専決処分に

ついて、以上８件を一括して議題といたします。 

◎ 提案理由説明 

○武藤恭博議長 

 議案の朗読はこれを省略し、直ちに上程諸議案

に対する提案理由の説明を求めます。 

○横尾俊彦広域連合長 

 おはようございます。本日、平成21年８月佐賀

県後期高齢者医療広域連合議会定例会の開会に当

たり、一言ごあいさつを申し上げます。 

 まず、全国後期高齢者医療広域連合協議会の発

足について御報告申し上げます。 

 このたび、後期高齢者医療制度を運営する広域

連合の全国組織として、47すべての都道府県の広

域連合が加入する「全国後期高齢者医療広域連合

協議会」が６月３日に発足をしたところでござい

ます。 

 この協議会の設置の目的としましては、制度の

見直し論議が、これから年末にかけて本格化する

中において、国等に対し意見を表明するほか、全

国の広域連合が連携をし、制度の円滑な運営につ

なげていくことといたしております。 

 なお、この全国協議会の会長として、佐賀県の

広域連合長である私が選任されたところでござい

ます。設立直後に大臣に就任あいさつを申し上げ、

早速、国の社会保障審議会・医療保険部会の委員

として任命を受けた次第でございます。 

 また、現場の視点から、意見をきちんと国に届

けていくことが私に課せられた責務と感じている

ところでございますので、これからも議員各位の

御指導、御鞭撻を賜りますようお願い申し上げま

して、ごあいさつにさせていただきたいと思いま

す。 

 それでは、議案の概要について説明を申し上げ

ます。 

 初めに、第８号議案の佐賀県後期高齢者医療広

域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例の一

部を改正する条例についてでございます。 

 本条例につきましては、平成21年度の保険料軽

減措置の拡大にかかわる財源である国の交付金は、

基金により管理する必要があるため提案するもの

でございます。 

 次に、第９号議案は、平成20年度の一般会計の

決算の認定をいただきたく、提案するものでござ

います。 

 その決算額につきましては、歳入が２億416万

3,249円、歳出が２億212万6,426円でございまし

て、歳入歳出差し引き額は203万6,823円となって

おり、翌年度へ繰り越しといたしております。 

 次に、第10号議案につきましては、平成20年度

の後期高齢者医療特別会計の決算の認定をいただ

きたく、提案するものでございます。 

 この特別会計につきましては、制度が施行され

て初めての決算でございます。 

 その決算額は、歳入が902億4,520万2,525円で

あり、また、歳出が872億3,604万5,114円であり

まして、歳入歳出差し引き額は30億915万7,411円

となっており、翌年度への繰り越しといたしてお

ります。 
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 決算に関しましては、主要な施策の成果を説明

する書類及び監査委員の意見書をそれぞれ添付さ

せていただいております。 

 次に、第11号議案の平成21年度佐賀県後期高齢

者医療広域連合一般会計補正予算（第１号）につ

いて御説明申し上げます。 

 今回の補正は、203万5,000円を増額し、歳入歳

出予算の総額は、それぞれ１億9,942万8,000円と

なっております。 

 歳入につきましては、前年度の繰越金を計上い

たしております。また、歳出につきましては、総

務費と予備費を増額いたしております。 

 次に、第12号議案の平成21年度佐賀県後期高齢

者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）であります。 

 今回の補正は、繰越金に伴うものと、国の追加

経済対策に伴い保険料の軽減対策を実施すること

が主な柱となっております。補正の額は30億

4,108万6,000円を増額し、歳入歳出予算の総額は

それぞれ1,029億4,869万3,000円となっておりま

す。 

 歳入につきましては、市町負担金を減額をし、

国庫補助金、基金繰入金及び繰越金を増額いたし

ております。また、歳出につきましては、総務費、

諸支出金及び予備費を増額いたしております。 

 次に、第13号議案から第15号議案までの専決処

分につきましては、地方自治法第179条第３項の

規定により御報告申し上げ、御承認を求めるもの

であります。 

 以上、今回提案いたしました議案につきまして

御説明申し上げましたが、よろしく御審議いただ

き、御承認いただきますようお願い申し上げます。 

◎ 議案に対する質疑 

○武藤恭博議長 

 以上で、提案理由の説明は終わりました。 

 これより議案に対する質疑を開始いたします。

質疑の通告がありますので、発言を許可いたしま

す。 

○神近勝彦議員 

 私は、議案第10号 平成20年度佐賀県後期高齢

者医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算の歳入、第１款．市町支出金の中の第２目．

保険料等負担金、１節．保険料等負担金について

お尋ねをします。 

 このたびの歳入決算を見ますと、調定額並びに

収入額、これが同一でありまして、不納欠損並び

に収入未済額はゼロとなっております。 

 この保険料の納入につきましては、県下の市民

の皆様、また町民の皆様御理解をいただいて、ま

た各自治体の努力をいただきながら、限りなく

100％に近い、99％以上の徴収というふうな状況

であります。 

 しかし、各市町の後期高齢者医療特別会計の決

算におきましては、収入未済額が計上されており

ます。死亡された場合の還付金も発生をしており

ます。20年度の収入未済金を、今年度や次年度に

納入をいただいた場合、この場合は滞納金収入と

なり、現年度と過年度分として広域連合へ21年度、

あるいは22年度というふうに次年度について納め

ることとなります。広域連合の保険料負担金につ

いての考え方、これにつきましては、あくまでも

市町が負担金として納めていただくので、現年度

で徴収できた分について広域連合に納める額が調

定金額であるということでありますが、しかし、

21年度以降、保険料の過年度分収入が計上されま

すと、今回の20年度の決算にある収入未済額ゼロ

と、21年の過年度分徴収という分について整合性

がとれないのではないかと私は考えるのでありま

す。 

 また、広域連合が、当初予算の目標とされてい

る徴収率については、現在の決算方法でするなら

ば、徴収率が仮に低下しても、あくまでも今年度

は99.5％ほどありますけれども、仮に収入未済が

50％とか40％とか、そういうふうになった場合、

こういう決算のやり方をしますと、収入未済額は

発生をしないわけであります。そうなりますと、

決算の時点におきまして歳入欠損というものが発

生をしましても、この決算におきましては見えて

こないという状況になると思います。 

 今後、広域連合の決算の、この歳入につきまし

ては、あくまでも各市町が計上している調定額、

これをすべて合計した分が、広域連合の調定額と
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して計上され、そして収入未済額、あるいは不納

欠損額というふうに計上されていることが正攻法

ではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

 また、徴収について広域連合は、この20年度に

つきまして、どのような取り組みをされたかだけ

をお尋ねしたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

○井邊正文総務課長 

 副事務局長を兼ねまして総務課長の井邊でござ

います。よろしくお願いいたします。 

 神近議員の質問にお答えいたします。 

 保険料の徴収につきましては、高齢者の医療の

確保に関する法律第104条第１項に、市町村は、

後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険

料を徴収しなければならないと定められておりま

す。 

 また、同法第105条に、市町村は、後期高齢者

医療広域連合に対し、後期高齢者医療広域連合の

規約で定めるところにより、保険料その他の徴収

金を納付すると定められているところでございま

す。 

 なお、当広域連合規約第18条に、市町は、徴収

した保険料等の実額を負担金として納付すること

と定められております。すなわち、市町が徴収し

た保険料の実額が、広域連合での市町保険料負担

金の調定額となるものでございます。過年度分の

保険料につきましても、市町が徴収した時点にお

いて、その徴収した実額が広域連合での過年度分

の保険料負担金としての調定額となります。 

 以上、神近議員の質問の前段の調定額の考え方

についてお答えいたしました。 

 後段の徴収業務関係につきましては、業務課長

から答弁をいたします。 

○川副梅夫業務課長 

 神近議員さんの御質問にお答えしたいと思いま

す。 

 徴収につきましては、市町の事務でございます

ので、広域連合としてはどのようにしているのか

と。どういう関与の仕方をしているのかというこ

とであったろうというふうに思います。 

 保険料の滞納の対策といたしましては、広域連

合においても、毎月、収納率を把握をしておりま

す。収納率の低い市町につきましては、個別に訪

問をいたしまして、徴収を行っている担当課と、

徴収率低下の原因の把握と徴収方法について協議

を行い、徴収の強化をお願いしているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○神近勝彦議員 

 今、御説明をいただいたわけなんですが、法律

によって決まってあるということは理解をするわ

けですけども、ただ、法律が間違っているとは言

いませんが、結局この決算のやり方についてやは

り不都合が生じているということは、やはり改正

をしていくべきだと思うんですよね。各市町にお

いては、調定額というものがあるわけですよね。

その中で収入未済額というものも上がってきてい

るわけなんですよ。それを統括する広域連合の決

算においては、その調定額は、あくまでも現在の

実額納入分ということになれば、この議会におい

ては、収入未済については何も出てこないという

ふうな状況になってくるわけですよね。 

 先ほど言いましたように、仮に徴収率が低下し

た場合、あくまでも調定額は、各市町が納める実

額となれば、収入欠損が発生を仮にしても、この

議会においては、あくまでも調定額は、調定額イ

コール収入額ですから、ゼロとして、100％とし

て計上されるわけですよ。なかなか広域連合のこ

の議会の中では、収入未済、あるいは不納欠損に

ついて実情というものが見えてこないと私は考え

るところであります。法律がそのようなことであ

れば、特に、連合長におかれましては、全国の会

長ということで就任をされたわけですので、この

あたりを是正をしていただいて、やはり市民の皆

さん、県民の皆さんにわかりやすい決算をとって

いくべきじゃないかと思うんですが、いかがでし

ょうか。 

○井邊正文総務課長 

 神近議員の２回目の御質問にお答えいたします。 

 後期高齢者医療に関する事務は、法令により広

域連合と市町で分担して執行するように規定され

ておりますので、お互いに連携、協力をしながら
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事務処理を行っているところでございます。 

 先ほど答弁いたしましたが、保険料の徴収につ

いては、法により、市町村は、保険料を徴収しな

ければならないと定めていますので、市町では賦

課総額が調定額となります。そして、市町は徴収

した実額を負担金として広域連合へ納付されます

ので、納付された負担金額が広域連合の調定額と

なるものでございます。 

 このことにより、市町と広域連合の決算額とは

整合いたしませんが、それぞれの会計事務に支障

が出ることはないものでございます。 

 なお、市町側の保険料の徴収額、滞納額等の情

報は、連合の電算の標準システム等を通じまして、

広域連合においても適切に把握、管理をしている

ところでございます。 

 また、議会等の報告につきましては、別の機会

を持ちまして報告はさせていただきたいと考えて

おります。市町及び広域連合の会計処理につきま

しては、法及び規約に基づき適切に事務処理を行

い、電算システムで管理を行っているところでご

ざいますので、御理解を賜りますようお願い申し

上げ、答弁にかえます。 

○神近勝彦議員 

 あくまでも執行部側としましては、法律という

ものが前面にありますので、なかなかそれを今の

段階では、国が変えない限りはどうしようもない

という状況は理解をします。 

 でも、私が今疑問と思っていることは、多分、

私なりには正しいことだと思って御質問している

わけでございます。そのあたりで、もし国のほう

に、やはりこういうことでお話をいただいて、や

はり透明性のある決算というものに取り組んでい

ただきたいと思いますし、先ほど言われてました

ように、別の機会で内容は説明したいということ

がありますけども、なかなか見づらいんですよね。

自分の、私、嬉野市から出ておりますので、嬉野

市については決算の中でわかります。でも佐賀市、

あるいは武雄市さん、あるいは鹿島市さんの決算

についてはわからないわけなんですよね。だから、

そのあたりもちゃんと、早目早目に、この決算の

前の段階として資料をいただいて、今回の決算の

調定額、あるいは収入未済というものがどういう

状況にあるのか、そういうものを把握できてこの

場に臨めばいいですが、それが後々出るようであ

れば、それは何のための決算の議会なのか。この

議会は何なのかというふうな状況になるんではな

いかなと危惧するわけです。 

 そのあたり、今後、執行部側の対応が十分なさ

れることを期待をしときます。答弁は要りません。 

○武藤恭博議長 

 以上で通告による質疑は終わりました。ほかに

御質疑はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、議案に対する質疑は終結いたし

ます。 

◎ 広域連合一般に対する質問 

○武藤恭博議長 

 これより広域連合一般に対する質問を開始いた

します。 

 質問の通告がありますので、発言を許可いたし

ます。 

○本田耕一郎議員 

 それでは、通告に従い質問を行います。 

 後期高齢者医療制度が2008年４月からスタート

して１年４カ月たちました。この間、佐賀県内の

この制度については、導入直後から佐賀県後期高

齢者医療広域連合でさまざまな議論をしてきまし

た。もともと、この後期高齢者医療制度は膨張す

る医療費を抑制するための管理をやりやすくする

ねらいから、大きな割合を占めている75歳以上を

後期高齢者と一くくりにして分類し、ターゲット

を絞った上で医療給付の抑制をやりやすくしよう

とする国の考え方が設計の根本にあります。 

 その一方で、分母を大きくしてリスクを分散さ

せるのが保険のあり方であるにもかかわらず、病

気になりやすく、医療費が多くかかるはずの後期

高齢者層を分離して制度をつくったことや、後期

高齢者自身が負担する保険料が、財源全体のわず

か１割に過ぎないことなどが保険制度としてのバ

ランスを欠いているという批判も根強く残ってい

ました。後期高齢者への医療給付は、後期高齢者
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自身の保険料で１割、その他の医療保険者から後

期高齢者支援金として４割、そして、残りの５割

を国や県、市町村からの公費として賄う仕組みに

なっています。 

 したがって、今後、後期高齢者の絶対数がふえ

ていったときに、確実にそうなるわけですが、対

応して医療給付費もまたふえていくわけですが、

その増加分を、この３つのグループのどこでふや

していくのかという問題になってきます。国の財

政が厳しい中、公費の部分で大きくふやして対応

していくことは、五月雨式に低所得者の軽減を打

ち出してはきたものの、今後は難しくなるでしょ

うし、財務省も厳しい態度でその抑制を迫ってく

ることでしょう。 

 また、現役世代が中核となる後期高齢者支援金

の部分も、高齢化が進む中で、将来的には全体の

パイが自然と減少する方向になります。そのよう

な状況のもとで、唯一パイが大きくなる一方の後

期高齢者において保険料の負担割合を全体の１割

のまま据え置いて頑張った場合、膨れ上がる医療

費を制度全体として賄えなくなるであろうという

ことは明白であります。したがって、２年ごとの

保険料の見直しにおいては、必然的に保険料の値

上げをせざるを得なくなり、それを来年に迎えて

きているところであります。 

 保険料の値上げと同時に、都道府県としては医

療給付そのものの抑制にも並行して動かざるを得

なくなっているという心配があります。 

 これは、具体的に医療機関に支払う診療報酬を

引き下げるということになり、それは、すなわち、

高齢者が受けられる医療に制限が加わる。言いか

えれば、高齢者が受けられる医療水準の質が今後

下がっていることを意味するわけであります。 

 以上のように、この制度は問題点を数多く抱え

たままスタートしたわけですが、やがて２年目を

迎え、保険料の値上げを目前として、やはりここ

で一度立ちどまり、この間の問題点などを総括す

る必要があると思います。 

 私は、平成19年11月の連合議会から参加して、

さまざまな質問を投げかけ、執行部の答弁を聞い

てまいりました。今回は、その総括の意味で質問

を行いたいと思います。 

 まず、大きく１点目。 

 後期高齢者医療が始まって１年４カ月が過ぎ、

来年、保険料の改定を迎えようとしているが、こ

の間、どのような問題があり、また、その対処を

行ってきたのか。また今後、改定に当たってどの

ような問題が起きると想定しているのか、そして、

その対応は、どう取り組んでいくのかについて伺

います。１から４は一問一答の中で伺います。 

○川副梅夫業務課長 

 本田議員さんの質問にお答えいたします。 

 広域連合設立から１年４カ月経過したが、現在

までの問題点、反省すべき点は何かと。その対策

はどのように考えているかとの質問でございます

が、平成19年度の準備期間の中での問題点といた

しまして、佐賀県の広域連合といたしましては、

被保険者証の引き渡しの方法や、保険料普通徴収

の納期、健診のやり方等について構成市町をまと

められなかったということでございます。 

 また、国の政省令の公布のおくれ等によりまし

て、標準システムのリリースのおくれ、こういう

ものの影響で、広域連合や市町の事務マニュアル

が大幅におくれまして、事務スケジュールが逼迫

したこと等が上げられると思っております。 

 制度開始になりました昨年の４月１日に被保険

者証が届かない、４月15日の特別徴収開始等制度

発足時には、さまざまな御意見をいただいたとこ

ろでございます。 

 健診につきましても、平成19年度までは、住民

健診として各市町、保健衛生部局が実施していま

したが、法改正によりまして、医療保険者、介護

保険者が実施することとなりました。全住民を対

象にした健診はなくなりまして、後期高齢者の健

診につきましては、市町に委託をして実施をいた

しました。19年度までの健診と大きくさま変わり

をした市町も多くございまして、広域連合、市町

の広報のおくれ、周知不足等により、一部の市町

を除きまして、受診率が大変大きく、また高いと

ころと低いところの差も大きかったということが

上げられるのではないかと、そのように思ってい

る次第でございます。 
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 平成20年度、制度発足してからの問題点でござ

いますが、発足当初から多くの意見をいただいた

ことは先に述べたとおりであります。納期が統一

できなかったことにつきましては、多数の問い合

わせがあり、年度途中の保険料軽減の見直しや、

特別徴収から普通徴収に納付方法の見直しによる

変更など、被保険者の皆様には大変御迷惑をおか

けいたしましたが、御理解をいただきまして、

99.06％の徴収率を達成させていただいたという

ことで感謝をしているところでございます。 

 全国では、報道などによりますと、後期高齢者

という名称、それから保険料がふえる人が一部に

出てくると。それから、年金からの天引き徴収な

ど、大きな批判や意見が起こりました。その後、

低所得者の保険料軽減の見直しや年金からの天引

きによる特別徴収から口座振替への普通徴収の選

択にする見直しなどが実施されましたおかげをも

ちまして、現在では落ち着いているものと思って

おります。 

 今後も、国での見直しがあって、それに迅速に

対応して、被保険者に安心をしていただくよう努

めなければならないと、そのように思っていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○本田耕一郎議員 

 それでは、一問一答に入りたいと思いますが、

私はことしの２月議会で、大体同じような質問を

しているんです。制度施行から１年たつが、その

課題と対応を問うということでしております。そ

のときの一番最後に、この広域連合として業務を

円滑に進めるためには、リーダーシップをとらな

いといけないんじゃないですかという質問を行っ

て、リーダーシップを持って県内の自治体を指導

していくというふうな答弁もいただいているんで

すが、今、執行部のほうからいただいた答弁は、

そのときの答弁と余り変わらんような内容だった

かと思います。確かに国の制度ですから、それぞ

れの連合でできる部分というのに限りはあるんだ

ろうとは思いますが、やはり住民の皆さんが一番

身近にあるというのは、やっぱり広域連合、そし

て、その実務を取り仕切っている各自治体なんで

すね。その各自治体は、やっぱり広域連合がきち

んと統べていく必要があるというふうに思います。 

 ここから一問一答なんですが、ちょっと先ほど

の答弁の中にありましたね。例えば、健康診査な

どの受診率、全体で7.8％しか達成できなかった

というのか、も達成できたというのかというのは

ちょっとそれぞれの判断になるとこですが、それ

にしても、その7.8％の中は、これは平均であり

まして、それぞれの自治体ではひどく差があるよ

うな話であります。それぞれの自治体での内容は

どうなっているのかというのを一問一答で伺いま

す。 

○川副梅夫業務課長 

 健診についての各市町での健診率はどのように

なっているかということでございますが、本田議

員さん御質問の中にありましたように、20年度の

健診率が7.8％でございますが、当初予算の中で

御説明させていただいた中では、16％程度という

格好で説明をしたと思っております。 

 この中で、一番受診率が悪いところは１％に至

っていないと。それから、一番高いところにつき

ましては36.9％ということで、先ほど申しました

ように開きが大変大きかったと。ちなみに、平成

18年、平成19年と比較いたしまして、受診率がふ

えたところは２市町でございます。それから、残

りの18市町につきましては、かなり落ち込んでい

るということにつきまして、先ほど申し上げまし

たようにしっかりした、もう一回、討議をし直し

てやっていかなければならないと、そのように思

っているところでございます。 

○本田耕一郎議員 

 それはお願いしたいと思うんですが、そういっ

ても来年に、つまり、来年の２月議会に係るんで

しょうけれども、保険料率の改定が目前に迫って

いるわけですね。そうした場合に、じゃ、それは

どうやって、いわゆる被保険者の皆さんにお伝え

するのか、広報をしていくのか、周知をしていく

のかというのは、やはりこの議会できちんとお話

をしていないといけないと思うんです。来年の２

月は、もうその議案が出てくるんでしょうから。

だれだって値上げは嫌ですが、今はこういう事情
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でどうしても上げざるを得ないということになる

んだろうと思いますけれども、その辺の広報や企

画について、どういうことを考えられているのか

ということについて伺います。 

○川副梅夫業務課長 

 まず、22年、23年度を考えますときに、言われ

ましたように、20年度を振り返る必要があると思

いますが、初年度であったことと、それから、最

初に申し上げましたように、制度が変わりまして、

市町の保健衛生部局でしていたものが医療保険に

変わりましたことによりまして、介護保険者との

打ち合わせなり、それから、その他の統一関係で、

医師会さんといろいろお話もさせていただきまし

たけれども、取り組みが初年度は物すごくおくれ

たということが大きな原因じゃなかろうかという

ふうに思っています。 

 それから、個別健診という格好も、１年を経験

いたしまして、物すごく率が低いところ、こうい

うところについては、個別にお願いをしながらも

う一回検討をする必要があると。 

 リーダーシップということをおっしゃいました

けれども、まずは著しく低かった市町に、保健衛

生と国保担当と、それから後期高齢者の担当、そ

ういうものを含めた、それぞれの市町の健診体制

について見直す必要があるのではないかと。 

 それから、保険料の値上げという格好でおっし

ゃいましたが、健診率は、当初予算16％で計上い

たしておりましたのが、7.8％でございますので、

少なくとも、当初の十五、六％の目標で、22年、

23年についてもいけるような形の市町での健診の

仕方について、検討を個別にしていく必要がある

ということで、保険料についてはこの分だけで保

険料が上昇するというところまでは、現在のとこ

ろ考えていないところでございます。 

○本田耕一郎議員 

 それに関連するんですが、次の２番ですね。保

険料の納付回数が自治体によって違うということ

があります。例えば、我が佐賀市は納付は12回で

す。ほかに10回がある。８回もあるんですかね、

そういうことで、納付回数が自治体によって違う

という現状があります。 

 ということは、例えば、２月に改定がされて、

議会で可決されて、それと佐賀市の場合は４月か

らということになりますが、そうすると、もうほ

とんど周知の期間がないんですよね。で、例えば、

10回だったら６月からの徴収になると思うんです。

そうすると、３、４、５、３カ月間ぐらいこうや

って改定がなされますよという猶予期間といいま

すか、周知する期間があると思うんですが、この

納付回数が自治体によって違うというのが何種類

あって、何市がどうなっているのかというのをま

ずお尋ねします。 

○川副梅夫業務課長 

 構成市町の納期がどのようになっているかとい

う御質問でございます。12期、今質問がありまし

たように、１市でございます。それから、10期、

６月から３月まででございます。12市町でござい

ます。それから、９期、７月から３月まで、５市

町でございます。それから、８期、７月から２月

まででございます。２市町でございます。 

 以上でございます。 

○本田耕一郎議員 

 ４種類あるんですね。ということは、非常にや

りにくいというか、例えば、同じ県内で被保険者

の方が移動されたとします。例えば、佐賀から神

埼でも小城でもいいんですが、佐賀は12期ですか

ら、つまり、ほかの市町はそれ以外というわけで、

そうすると、清算とか非常に面倒なことが起きて

くる可能性があります、任期途中で移動されると

ですね。そういうこともあって、一つには納期と

いうのを例えば統一できないものかと。例えば、

大分県などは広域連合になる前に調整して、全部

納期を一緒にされたそうであります。やっぱりそ

ういう事務処理が煩雑にならないような工夫も必

要かと思いますし、そして、実質佐賀市の場合は

４月から徴収されるわけですけれども、佐賀市は

こういう広報が、猶予がある、例えば、７月から

始まる９期とか８期のところにはこういう周知の

やり方がという、個別にされるのか、それとも同

じような、せえのでやられるような周知方法をさ

れるのか、どういうふうにされたいと思われてい

るのかというのをちょっとお尋ねしたいと思いま
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す。 

○川副梅夫業務課長 

 保険料の普通徴収納期については、被保険者が

異動された場合、市町の月割り保険料の賦課・徴

収事務が煩雑になり、保険者も保険料納付額がわ

かりにくいという点から、制度開始前に統一を図

るべく、全市町で協議を重ね、調整を行いました。

が、市町の国保など、他の税の納期とのバランス、

徴収体制、徴収方法、電算システムの構築状況が

違い、それらに対する財政面の対応もそれぞれの

市町で異なっており、法的にも徴収に関する権限

は市町にあり、納期設定については、市町条例に

規定することとなるため、納期の統一については、

構成市町の賛同が得られなかったというのが実情

であります。 

 広域連合としましては、被保険者に対しまして

も、また、市町事務軽減の面からも、納期の統一

は望ましいことですが、制度開始後間もない状況

では、市町が徴収事務を行いやすい体制を整備す

ることが第一であり、早急な納期の統一は困難で

はないかと、そのように思っているところでござ

います。 

○本田耕一郎議員 

 そうは言いましても、だれかが非常に煩雑な事

務をしなければならないわけで、これはぜひ今後

とも精力的に各市町とも、管内市町との折衝なり

というのをお願いしておきたいと思います。 

 それともう一点、３点目の滞納の解消なんです

けれども、これも１回目の答弁の中にありました。

99.06％と、数字上では非常にいいですね。いい

んですが、また別の問題も起こっているというふ

うに聞いております。と言いますのも、制度が始

まって次々に五月雨式で行われた継ぎはぎの軽減

措置、この中で、中には本人が気づかないまま特

別徴収から普通徴収に変わっているケースもある

ように聞いています。そのような人がどれくらい

いらっしゃるのかというのをまず伺います。 

○川副梅夫業務課長 

 制度が特別徴収から普通徴収に切りかわったこ

とによって、そういう影響がどれくらい出たかと

いうことでございますが、７割軽減から8.5割軽

減関係で３万7,735人、それから、所得割が軽減

になられた方が8,554名、これの両方がダブって

おられる方も1,610名今ございますので、総人数

といたしまして、これは８月の時点でございます。

日々動いておりますが、４万4,679名というふう

になっています。 

○本田耕一郎議員 

 そんなにいらっしゃるんですね。 

 それで、普通、今まで特別徴収だから、年金か

ら自動的に引き落とされていたからいいよねとい

うふうに安心されている方がほとんどだと思うん

ですよ、制度上。そうやって７割軽減が8.5割軽

減に変わったために、普通徴収にその本人の承諾

を得ないまま制度が変わって一方的に変わるわけ

ですね。それは通知は来るんだろうと思います。

納付書が来るんだろうと思いますが、いや、うち

はもう年金から引かれよっとけという感じで、気

づかない方もいらっしゃるんだろうと思うんです

よ。で、滞納になると、結果としてですね。 

 ただ、以前の老人保健制度のときは、例えば、

資格証や保険証を取り上げられるというペナル

ティーはありませんでしたが、今回のこの後期高

齢者医療の中では、そういうペナルティーがある

わけですから、制度の都合で普通徴収になる場合

などは、もっと詳しくわかりやすい、つまり、普

通何といいますかね、聞いてくれば教えてやるよ

じゃなくて、あなたはこうなんですよということ

をもっと丁寧に教えてあげないと、本人はその気

がないのに滞納になってしまう、これがやっぱり

２カ月、３カ月分になると払いづらいです、金額

的にもですね。そう簡単に払えと言われても払い

づらくなりますから、そこはもっときめ細やかな

対応が必要だと思いますけども、いかがでしょう

か。 

○川副梅夫業務課長 

 お答えいたします。 

 もっとわかりやすい広報、周知方法があるんじ

ゃないかと。こちらの都合で特別徴収から口座振

替なり、普通徴収に変わった方に対する周知でご

ざいます。こちらにつきましては、国のほうから

もダイレクトメールでそれぞれ個人一人一人の方
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にお知らせをしなさいということで、そちらのほ

う、予算的にも参っておりまして、各市町のほう

で対応をしていただいておるところでございまし

て、もちろん、広報紙なり、それぞれの市町の広

報紙等も利用をさせていただいて、何回となく出

させていただいておりますけども、最終的には変

更になった方にすべてダイレクトメールが自宅ま

で届いていると、そのように思っております。 

○本田耕一郎議員 

 確かにダイレクトメールは届いていると思うん

ですよ。思うんですが、じゃあ届いたら、その後

は本人の自己責任ですよねというのは、ちょっと

冷たいんじゃないのかというふうなことを言って

いるんです。 

 ですから、例えば、佐賀県が提供しているテレ

ビ番組がありますよね。そういう中で広報を、お

知らせをというようなことはできないのかなとい

うふうに思います。テレビを見た方、ダイレクト

メールで気づかなくても、テレビを見た方、あな

たもこういう可能性がありますよというふうなこ

とをちょっとテレビで、せっかく佐賀県が提供し

ている番組ですから、その中でコマーシャルの中

で少しそういうことを放映できないものか、そう

いうことについてどういう考えをお持ちでしょう

か。 

○井邊正文総務課長 

 本田議員の県のテレビ広報を使わせていただい

たらどうかという御質問にお答えいたします。 

 まず、最初に申し上げますが、私どももテレビ

放送による広報は、映像と音声の両方から情報が

入ること、また一度にたくさんの方に伝達できる

ことなどから、大変有効な手段だと認識しており

ました。 

 それで、以前、この制度が始まる前の平成19年

中にテレビ広報に関する情報を収集して検討した

ことがございますが、そのときは年間ということ

でございましたけれど、制作費や放送料で相当額、

1,000万円を超える、1,000数百万、7,000万円と

か、そういう金額が提示があり、これはすべて市

町の負担となるということでございましたので断

念した経緯がございました。 

 ただ、テレビ放送が有効な手段でございますの

で、冒頭申し上げましたように、テレビ放送の実

施についてはやぶさかではございません。しかし

ながら、これまでの議会で何度も御答弁申し上げ

てまいりましたが、後期高齢者医療制度の事務は、

政令や広域計画により広域連合と市町で分担する

範囲が定められております。以前の議会答弁の繰

り返しになりますが、広域連合では医療保険の給

付、被保険者の資格管理、保険料の賦課などが主

な担任事務でございます。 

 市町につきましては、保険料の徴収、被保険者

に対する窓口業務、それと広報・相談事務が主な

担任事務でございます。 

 今議員が御案内の滞納の解消や滞納を未然に防

ぐということは、これは市町の徴収事務の一環で

ございますので、広報も市町の事務でございます

ので、滞納に係る広報等は市町で適切に行われる

ものでございます。 

 まずもって、各市町で御自分の市町の滞納をど

のような方法で解消するか、またどのような方法

で未然に防ぐかは担任事務の第一義の責任者とし

て、市町で十分に御検討いただきたいと考えるも

のでございます。 

 その上でテレビ広報が必要ということであれば、

広域連合で開催する担当課長会等へ必要な市町か

ら提案していただきまして、テレビ広報を実施す

ることにまとまれば、広域連合から県へ申し入れ

ることはやぶさかではございません。 

 ただ、県にテレビ広報を協議すると申し上げま

しても、それ相応の負担金等は必要になってくる

と思われます。また、県のテレビ広報の県政ナビ

は、毎週土曜日の午前中に放送されておりますが、

１回ごとにテーマを絞って、８分間を通しての特

集番組となっておりますので、その中に５秒とか

10秒ほどのスポットを入れるというのは、ちょっ

と無理ではないかなと思われます。 

 １日に放送される１本を買い取って、それを後

先１回だけの放送になろうかと思いますが、それ

だけで滞納を解消する効果があるか、また、それ

で効果がないのなら、広域連合独自でも一定数の

テレビ放送を行うのか。この場合は、特に佐賀市
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さんにおかれましては、土曜日の夕方に５分ほど

ＳＴＳの佐賀放送局にテレビ広報「さが市政ガイ

ド」というテレビ枠をお持ちでございますので、

連合のほうで滞納関係のテレビ広報を行うと市町

事務の広報につきまして、佐賀市と広域連合の両

方で二重にテレビ広報の予算を計上することとな

るように思いますが、そういうことがクリアでき

るかというようなこともございます。 

 そういうことを各市町で十分に御検討いただき

たいと思います。その上で、テレビ広報がやはり

効果があって、相応の経費をかけても実施すると

いう結論になれば、私どもが検討協議することや

テレビ広報の制作会社と打ち合わせることは、先

ほど述べましたとおりやぶさかでないものでござ

います。 

 ただ、若干補足をさせていただきますと、滞納

者の方が１年間滞納に気づかないということには

ならないと思います。その１年を経過する間に督

促状の送付、電話での納付のお願い、家庭訪問に

よる納付のお願いなど、きめ細やかな徴収体制が

とられておりますので、それでお気づきにならな

いということはないと思います。 

 蛇足になりますが、市町事務に関しては、こう

いう御答弁になりますことを御理解賜りますよう

にお願い申し上げまして、答弁といたします。 

 以上でございます。 

○本田耕一郎議員 

 答弁をいただきましたが、ただ、１年間気づか

ないはずはないというような答弁はちょっとどう

なのかなというふうに思うんですよ。先ほど言い

ました、１カ月分だったら払える、でも２カ月分、

３カ月分とたまって、それを一遍に払えと言われ

ても、それはなかなか払えませんよ。だから、そ

ういうことがないように、積極的にどういうふう

に周知をしていけばいいのか。例えば、ダイレク

トメールを送ると言われた。じゃあ、そのダイレ

クトメールがちょっと特別徴収から普通徴収に変

わりましたよというのがわかる何か仕掛けがあれ

ばいいですよ。でも普通、ダイレクトメールとい

うのはたくさんあちこちから来ます。自分はやっ

ぱり思い込みがあって、特別徴収になっているは

ずだから、何かの間違いやろうというふうなこと

になっていると思うんですね。ですから、１年間

どうのこうのというよりも、やっぱり２カ月分、

３カ月分まとめて払わなければならなくなるとい

うようなことは、やはりその人が生活をしていく

上で非常につらいわけですから、そこはもっと、

何といいますかね、当事者のことを考えてやって

いただきたいし、前回の質問の中で、業務を円滑

に進めるためにどのようなリーダーシップを持っ

て県内の自治体を指導していくのかという質問に

対して、井邊課長は、広域連合はリーダーシップ

をとってやりますと答弁されたじゃないですか。

であれば、もっと積極的に県とも水面下というか、

そういうことができるのかできないのか。今の話

聞いてると、はなからやりたくないというふうに

しかどうしても聞こえません。で、ちょっと県と

折衝して、どれくらいお金がかかるのか。できる

のかできないのかというのは、まず広域連合と県

と直接話してからみんなに諮ってもいいんじゃな

いですか。みんな管内の事務方と諮って、やると

なったらやりましょうというのでは、それはリー

ダーシップではないと思うんですが、それと、例

えば、納付書の様式もかなり違っていますよね。

そこら辺の統一も含めて、もう一回済みません、

答弁をお願いしたいと思います。 

○井邊正文総務課長 

 リーダーシップをとってというのがどういうこ

となのかわかりませんが、私が直接的にリーダー

シップをとってという答弁を申し上げたことはご

ざいません。 

 それで、あくまでも市町事務は、やはり市町の

第一義の責務でございますので、まずは市町で御

検討いただきたいと。これは先ほどの納期の件も

一緒でございますけれど、各市町ばらばらでござ

います。これをまとめ上げるというのは、この広

域連合の担当課長会で十分に皆さん方に議論を練

っていただいて、そうした上でないとまとまりま

せん。まとまらないことは、やはり私どもとして

はできませんので、その点を御理解いただきます

ようにお願いいたします。 

○本田耕一郎議員 
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 そういうことですね。はい、わかりました。 

 これは今後の議論になっていくんだろうと思い

ますが、じゃあ続きまして、４番目、前納による

払い戻しについて、特別徴収の場合、年金は大体

２カ月に１回ですから、２カ月分先取りをするこ

とになります。その途中で、例えば、万が一本人

が亡くなられた場合、そして、ほかの県外に移動

された場合に、払い戻しということになると思う

んですが、先取りした分の払い戻しはどのような

事務処理が、どの程度事務処理が発生したのか、

年間件数がわかればお答えいただきたいと思いま

す。 

○川副梅夫業務課長 

 特別徴収関係で9,312件、還付金額１億1,290万

450円、普通徴収2,877件、還付金額2,216万9,000

円、合計１万2,189件で、１億3,506万9,450円を

還付いたしております。 

○本田耕一郎議員 

 それでは、最後に、突然で申しわけありません

が、連合長にお尋ねしたい──お尋ねではありま

せんが、ちょっと今からお話をすることについて

意見をお聞きしたいんですが、この制度を行政で

もなく、被保険者でもなく、治療を担当する医師

サイドからの意見がありました。その中で言われ

ているのは、「年をとれば病気が多くなるのは当

たり前であり、75歳以上の人を一まとめにして、

一定の診療費用で健康を維持しようとしても、そ

れは無理なのです。プロ野球選手を対象にした傷

害保険をつくるようなもので、けがをする人は多

く、掛金は高くなります。高齢者の医療で何が問

題となり、財政的にもどのようにすればよいか、

国民にきちんと情報開示を行い、しっかりと議論

した上で決定されるべきです。制度の詳細を医療

現場に伝えたのが制度施行の10日ほど前というの

も泥縄式で拙劣なやり方です。批判が多いからと

いって、「後期高齢者医療制度」という名称を

「長寿医療制度」と変えたところで本質的な問題

は何も変わりません。今回施行された後期高齢者

医療制度は根本から考え直す必要があるでしょ

う」という医療サイドからの意見がございました。 

 この保険、２年たとうとするわけですが、今こ

の保険制度が行われてみて、やっぱりどのような

総括的な意見をお持ちなのかを伺って、私の質問

を終わります。 

○横尾俊彦広域連合長 

 回答いたします。 

 医療サイドからの御意見という中に「根本から

考え直す」というのがございましたが、この根本

というのがちょっと正確に把握できませんので、

私の理解の範囲で回答させていただきたいと思い

ます。 

 実は、全国協議会を立ち上げる前でございまし

たが、与党のＰＴチーム、プロジェクトチームに

呼ばれまして、後期高齢者医療の現場の御苦労で

すとか、この間の運営とか、立ち上げからこの間

に至る運営等についての意見を求められました。

ほかに老人団体関係の代表とか、保険関係の代表

者も来られてのヒアリングでございましたが、そ

こで申し上げたのは、立ち上げ大変ばたばたとし

て苦労があったこと、これは先ほど業務並びに総

務からお答えがあったとおりでございまして、シ

ステムやソフトにつきましても、本当ぎりぎりい

っぱいでできておりますので、霞ケ関の官庁街で

は想像できないぐらいの大変な苦労を私ども連合

事務局を初め、多くの職員が頑張ってくれたもの

と思っています。 

 その後、名称のことで、後期がいいとか悪いと

か、あるいは年齢で区切るのかどうかとか、いろ

んなことがあって、報道にも頻繁に出されて話題

になったわけですけれども、要は年配の方々の医

療をきちっと確保しようというのが根本のスター

トだったと思いますので、そのことに向けての努

力をしようということで頑張ってまいりました。

そして、運営面を見てみますと、おおよそ落ち着

いてきているというのが率直な感想でございます

ので、ぜひ今後はその充実が必要だろうと思いま

す。ですから、議員の皆様御懸念の金額の設定の

ことをこれから来年にかけてどう議論するのか、

あるいは健康指導や増進についてどのようなこと

を考えられるのか、あるいは県全体としての、あ

るいは先ほども出ましたように、さまざまな徴収

の回数等についても工夫ができるのか、そして、
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何よりも非常に書類１枚でわからないから、広報

をちゃんとやってくれよということにどう対応す

るのか、これらのことについては、私は大胆な戒

告というよりも改善だろう、そういうことをいか

にしていくかが今後重要と思っております。 

 また、そのＰＴで私ども佐賀県の体験も話した

後に、ある国会議員の方が手を挙げられて、質問

というよりは意見を述べられました。その方は恐

らく医学的なドクターの資格をお持ちの方だと思

います。そして、こう言われました。75歳でやは

りおおよその人間は健康面いろいろ変わってくる、

そして、疾病もふえてくる、体力も今御質問の中

でも引用があったように落ちてくると。そこにど

う対応するかのための後期高齢者医療であって、

何も数字で差別するとか全くないんだということ

をそのＰＴチームの質疑の場所、100人以上の方

がおられましたが、ぜひ皆さんもわかるべきだと

いうことをおっしゃっていたんですね。まさにそ

ういったことだろうと思っています。 

 ですから、今引用いただいた、根本から考え直

すべきという範囲がどこまでかわかりませんが、

要は私はこの医療に必要なときにかかれる体制を

いかに確保するか、そして、安心して日々を健康

に過ごしてくださるように応援することが公の立

場の我々の任務だと思っております。 

 制度根本のあり方については、実は国会で議論

がされ、そこで国としての方針が決められたこと

でありますので、我々はどちらかというと、その

決められたことの範囲で最善の努力をして、少し

でも安心を高め、少しでも健康づくりや日々の暮

らしの安寧を高められるように努力をしていきた

いと常に思っているところであります。 

 ですから、先ほども神近議員からも御質問の中

で御提案のあった国に思いを届けてほしいという

部分につきましては、やはり現場で、地方で頑張

っている現場の話、あるいは被保険者の皆さんが

願っていらっしゃるお気持ちを率直に伝えていき

たいと思っています。 

 なお、先ほどの御質問と関係しますが、広報に

ついて私もいろいろ課題だと思っております。以

前もお答えしましたように、一つ有力な方法とし

ては、これは節約型の方法なんですけれども、や

はりニュース、プレスリリースをして、報道各社

からきちっと解説ですとか、あるいは特集番組と

か、あるいは企画コーナーで御説明をいただくの

も非常に重要なことじゃないかと思っています。

これは結果には結びついておりませんが、県内の

例で言いますと、ラジオ放送局、あるいはテレビ

局と私お会いする機会がありましたので、できた

ら春とか秋の変更前後に、ちょっとコーナーをつ

くってもらえませんかと。それで、宣伝というこ

とじゃなくて、こういうふうに変わるから、不安

や心配の方は役場か市役所、あるいは連合に問い

合わせてください、あるいは次の何日かに出る新

聞を見てください、そういう広報でお知らせする

ことが大切かなと思っています。確かにＤＭ一つ

だけではほかのもいっぱいありますので、わかり

にくいだろうと。そういったこともきょう御指摘

ありましたので、受けとめて、今後の努力をして

いきたいなと、改めて感じたところでございます

ので、よろしくお願いいたします。 

○武藤恭博議長 

 以上で通告による質問は終わりました。 

 これをもって広域連合一般に対する質問は終結

いたします。 

◎ 討  論 

○武藤恭博議長 

 これより討論に入りますが、討論はありません

か。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、これをもって討論は終結いたします。 

◎ 採  決 

○武藤恭博議長 

 これより議案の採決を行います。 

 まず、第８号議案を採決いたします。 

 第８号議案は原案を可決することに賛成の方は

起立願います。 

    （賛成者起立） 

 起立全員と認めます。よって、第８号議案は原

案のとおり可決されました。 

 次に、第９号議案を採決いたします。 

 第９号議案は原案を認定することに賛成の方は
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起立願います。 

    （賛成者起立） 

 起立全員と認めます。よって、第９号議案は原

案のとおり認定されました。 

 次に、第10号議案を採決いたします。 

 第10号議案は原案を認定することに賛成の方は

起立願います。 

    （賛成者起立） 

 起立全員と認めます。よって、第10号議案は原

案のとおり認定されました。 

 次に、第11号議案を採決いたします。 

 第11号議案は原案を可決することに賛成の方は

起立願います。 

    （賛成者起立） 

 起立全員と認めます。よって、第11号議案は原

案のとおり可決されました。 

 次に、第12号議案を採決いたします。 

 第12号議案は原案を可決することに賛成の方は

起立願います。 

    （賛成者起立） 

 起立全員と認めます。よって、第12号議案は原

案のとおり可決されました。 

 次に、第13号議案から第15号議案 専決処分に

ついてを一括して採決いたします。 

 以上の諸議案は承認することに賛成の方は起立

願います。 

    （賛成者起立） 

 起立全員と認めます。よって、第13号議案から

第15号議案は原案のとおり承認されました。 

◎ 追加議案上程 

○武藤恭博議長 

 次に、本日追加提出されました第16号議案 佐

賀県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任につ

いてを日程に追加し、議題といたしたいと思いま

すが、御異議ございませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、第16号議案 佐

賀県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任につ

いてを日程に追加し、議題とすることに決定いた

しました。 

 この際、地方自治法第117条の規定により、田

中議員の退席を求めます。 

    〔田中議員退場〕 

 お諮りいたします。本議案は提案理由説明を省

略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、提案理由説明を

省略することに決定しました。 

 これより質疑に入りますが、御質疑はございま

せんか。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。これをもって質疑は終結

いたします。 

 これより討論に入りますが、討論はございませ

んか。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、これをもって討論は終結いたします。 

◎ 採  決 

○武藤恭博議長 

 これより採決いたします。第16号議案は原案に

同意することに御異議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、第16号議案は原

案どおり同意することに決定いたしました。 

 田中議員の入場を許可いたします。 

    〔田中議員入場〕 

◎ 議決事件の字句及び数字等の整理 

○武藤恭博議長 

 次に、議決事件の字句及び数字等の整理につい

てお諮りいたします。 

 今定例会において議案等が議決されましたが、

その条項、字句、数字、その他の整理を必要とす

るときは、会議規則第43条の規定により、その整

理を議長に委任されたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、条項、字句、数

字、その他の整理は議長に委任することに決定い

たしました。 

◎ 閉  会 

○武藤恭博議長 

 以上をもちまして、議事の全部を終了いたしま
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したので、会議を閉じます。 

 佐賀県後期高齢者医療広域連合議会定例会を閉

会いたします。 

          午前11時28分 閉 会   
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（資料）議案質疑項目表 

  ○ 議 案 質 疑 

平成21年８月定例会  

質疑順 氏   名 質   疑   事   項 

1 神 近 勝 彦 第10号議案 

平成20年度佐賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療 

特別会計決算 

  歳入 １款 市町支出金 

     １項 市町負担金 

     ２目 保険料等負担金 

     １節 保険料等負担金（保険料負担金） 
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（資料）一般質問項目表 

 

  ○ 一 般 質 問 

平成21年８月定例会  

質問順 氏   名 質問方式 質   問   事   項 

1 本 田 耕一郎 一問一答 １ ２年間の総括について 

  後期高齢者医療広域連合が設立されて２年経ったが、

 現在までの経過の中で問題は何か 

  またその対策は 

 (1) 保健事業の実施について 

   広域連合内の自治体間に差がある 

 (2) 保険料の納付回数が自治体によって違う 

 (3) 滞納の解消について 

 (4) 前納による払い戻しについて 

 

 


